
堺市環境影響評価条例施行規則 新旧対照表 

改正前 改正後 

（実施計画書の写しの縦覧） 

第１１条 第７条の規定は、実施計画書の写し

の縦覧について準用する。この場合において、

同条中「条例第１１条第４項」とあるのは「条

例第１３条」と、「同条第１項の規定により事

業者に計画審査書を送付した日」とあるのは

「同条の規定による公告の日」と読み替える

ものとする。 

 

（方法書についての市長に提出された意見書

の概要の縦覧の期間） 

第１９条 第７条の規定は、方法書に係る意見

書の概要を記載した書類の縦覧について準用

する。この場合において、同条中「条例第１

１条第４項」とあるのは「条例第１８条第２

項」と、「同条第１項の規定により事業者に計

画審査書を」とあるのは「同項の規定により

第１種事業者等に意見書の写しを」と、「にお

いて行う」とあるのは「のほか、事業者の事

務所その他市長が指定する場所において行

う」と読み替えるものとする。 

（方法書意見に係る見解書の写しの縦覧） 

第２１条 第７条の規定は、方法書意見に係る

見解書の写しの縦覧について準用する。この

場合において、同条中「条例第１１条第４項」

とあるのは「条例第１９条第２項」と、「事業

者に計画審査書を送付した日」とあるのは「方

法書意見に係る見解書の提出があった日」と、

「において行う」とあるのは「のほか、事業

者の事務所その他市長が指定する場所におい

て行う」と読み替えるものとする。 

（説明会開催結果報告書の写しの縦覧） 

第３２条 第７条の規定は、説明会開催結果報

告書の写しの縦覧について準用する。この場

合において、同条中「条例第１１条第４項」

（実施計画書の写しの縦覧） 

第１１条 第７条の規定は、実施計画書の写し

の縦覧について準用する。この場合において、

同条中「条例第１１条第４項」とあるのは「条

例第１３条」と、「同条第１項の規定により事

業者に計画審査書を送付した日から起算して

３年間」とあるのは「同条の規定による公告

の日から起算して４５日間」と読み替えるも

のとする。 

（方法書についての市長に提出された意見書

の概要の縦覧の期間） 

第１９条 第７条の規定は、方法書に係る意見

書の概要を記載した書類の縦覧について準用

する。この場合において、同条中「条例第１

１条第４項」とあるのは「条例第１８条第２

項」と、「同条第１項の規定により事業者に計

画審査書を」とあるのは「同項の規定により

第１種事業者等に意見書の写しを」と読み替

えるものとする。 

 

 

（方法書意見に係る見解書の写しの縦覧） 

第２１条 第７条の規定は、方法書意見に係る

見解書の写しの縦覧について準用する。この

場合において、同条中「条例第１１条第４項」

とあるのは「条例第１９条第２項」と、「事業

者に計画審査書を送付した日」とあるのは「方

法書意見に係る見解書の提出があった日」と

読み替えるものとする。 

 

 

（説明会開催結果報告書の写しの縦覧） 

第３２条 第７条の規定は、説明会開催結果報

告書の写しの縦覧について準用する。この場

合において、同条中「条例第１１条第４項」



とあるのは「条例第２７条第４項」と、「同条

第１項の規定により事業者に計画審査書を送

付した日」とあるのは「同条第３項の規定に

より説明会開催結果報告書の提出があった

日」と、「において行う」とあるのは「のほか、

事業者の事務所その他市長が指定する場所に

おいて行う」と読み替えるものとする。 

（準備書についての市長に提出された意見書

の概要の縦覧） 

第３６条 第７条の規定は、準備書に係る意見

書の概要を記載した書類の縦覧について準用

する。この場合において、同条中「条例第１

１条第４項」とあるのは「条例第２８条第２

項」と、「同条第１項の規定により事業者に計

画審査書を」とあるのは「同条第２項の規定

により事業者に意見書の写しを」と、「におい

て行う」とあるのは「のほか、事業者の事務

所その他市長が指定する場所において行う」

と読み替えるものとする。 

（準備書についての事業者の見解書の提出） 

第３７条 条例第２９条第１項の規定による準

備書意見に係る見解書の提出は、環境影響評

価準備書についての意見の概要及び準備書意

見に対する見解書提出書（様式第７号）に添

付して行わなければならない。 

（準備書意見に係る見解書の写しの縦覧） 

第３８条 第７条の規定は、準備書意見に係る

見解書の写しの縦覧について準用する。この

場合において、同条中「条例第１１条第４項」

とあるのは「条例第２９条第２項」と、「同条

第１項の規定により事業者に計画審査書を送

付した日」とあるのは「同条第１項の規定に

よる準備書意見に係る見解書の提出があった

日」と、「において行う」とあるのは「のほか、

事業者の事務所その他市長が定める場所にお

いて行う」と読み替えるものとする。 

 

とあるのは「条例第２７条第４項」と、「同条

第１項の規定により事業者に計画審査書を送

付した日」とあるのは「同条第３項の規定に

より説明会開催結果報告書の提出があった

日」と読み替えるものとする。 

 

 

（準備書についての市長に提出された意見書

の概要の縦覧） 

第３６条 第７条の規定は、準備書に係る意見

書の概要を記載した書類の縦覧について準用

する。この場合において、同条中「条例第１

１条第４項」とあるのは「条例第２８条第２

項」と、「同条第１項の規定により事業者に計

画審査書を」とあるのは「同条第２項の規定

により事業者に意見書の写しを」と読み替え

るものとする。 

 

 

（準備書意見に係る見解書の提出） 

第３７条 条例第２９条第１項の規定による準

備書意見に係る見解書の提出は、環境影響評

価準備書についての意見の概要及び準備書意

見に対する見解書提出書（様式第７号）に添

付して行わなければならない。 

（準備書意見に係る見解書の写しの縦覧） 

第３８条 第７条の規定は、準備書意見に係る

見解書の写しの縦覧について準用する。この

場合において、同条中「条例第１１条第４項」

とあるのは「条例第２９条第２項」と、「同条

第１項の規定により事業者に計画審査書を送

付した日」とあるのは「同条第１項の規定に

よる準備書意見に係る見解書の提出があった

日」と読み替えるものとする。 

 

 

 



（公述意見見解書の写しの縦覧） 

第４９条 第７条の規定は、公述意見見解書の

写しの縦覧について準用する。この場合にお

いて、同条中「条例第１１条第４項」とある

のは「条例第３１条第２項」と、「同条第１項

の規定により事業者に計画審査書を送付した

日」とあるのは「同条第１項の規定による公

述意見見解書の提出があった日」と、「におい

て行う」とあるのは「のほか、事業者の事務

所その他市長が指定する場所において行う」

と読み替えるものとする。 

（準備審査書の写しの縦覧） 

第５１条 第７条の規定は、準備審査書の写し

の縦覧について準用する。この場合において、

同条中「条例第１１条第４項」とあるのは「条

例第３２条第３項」と、「事業者に計画審査

書を」とあるのは「準備審査書を」と読み替

えるものとする。 

（工事の着手の届出書等の写しの縦覧） 

第５６条 第７条の規定は、条例第３８条第２

項の写しの縦覧について準用する。この場合

において、同条中「条例第１１条第４項」と

あるのは「条例第３８条第２項」と、「同条第

１項の規定により事業者に計画審査書を送付

した日」とあるのは「同条第１項の規定によ

る届出のあった日」と、「において行う」とあ

るのは「のほか、事業者の事務所その他市長

が指定する場所において行う」と読み替える

ものとする。 

（事後調査報告書の縦覧） 

第５９条 第７条の規定は、事後調査報告書及

び結果概要書の縦覧について準用する。この

場合において、同条中「条例第１１条第４項」

とあるのは「条例第４１条第３項」と、「同条

第１項の規定により事業者に計画審査書を送

付した日」とあるのは「同条第２項の規定に

よる事後調査報告書及び結果概要書の提出が

（公述意見見解書の写しの縦覧） 

第４９条 第７条の規定は、公述意見見解書の

写しの縦覧について準用する。この場合にお

いて、同条中「条例第１１条第４項」とある

のは「条例第３１条第２項」と、「同条第１項

の規定により事業者に計画審査書を送付した

日」とあるのは「同条第１項の規定による公

述意見見解書の提出があった日」と読み替え

るものとする。 

 

 

（準備審査書の写しの縦覧） 

第５１条 第７条の規定は、準備審査書の写し

の縦覧について準用する。この場合において、

同条中「条例第１１条第４項」とあるのは「条

例第３２条第３項」と読み替えるものとする。 

 

 

（工事の着手の届出書等の写しの縦覧） 

第５６条 第７条の規定は、条例第３８条第２

項の写しの縦覧について準用する。この場合

において、同条中「条例第１１条第４項」と

あるのは「条例第３８条第２項」と、「同条第

１項の規定により事業者に計画審査書を送付

した日」とあるのは「同条第１項の規定によ

る届出のあった日」と読み替えるものとする。 

 

 

 

（事後調査報告書の縦覧） 

第５９条 第７条の規定は、事後調査報告書及

び結果概要書の縦覧について準用する。この

場合において、同条中「条例第１１条第４項」

とあるのは「条例第４１条第３項」と、「同条

第１項の規定により事業者に計画審査書を送

付した日」とあるのは「同項の規定による公

告の日」と読み替えるものとする。 
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あった日」と、「において行う」とあるのは「の

ほか、事業者の事務所その他市長が指定する

場所において行う」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 



 

現行 改正（案） 

別表第２(第２５条関係) 

事業の種類 行為 

(1) （略） (略) 

(2) （略）  (略) 

(3) 条例別表

第３号に掲げ

る事業 

航空法（昭和２７年法律第２

３１号）第３８条第１項若し

くは第４３条第１項の許可

の申請又は同法第５５条の

２第２項において準用する

同法第３８条第３項の規定

による告示 

(4)  (略) 

 

(略) 

以下(略) 

別表第２(第２５条関係) 

事業の種類 行為 

(1) （略） (略) 

(2) （略）  (略) 

(3) 条例別表

第３号に掲

げる事業 

航空法（昭和２７年法律第２

３１号）第３８条第１項若し

くは第４３条第１項の許可

の申請又は同法第５５条の

２第３項において準用する

同法第３８条第３項の規定

による告示 

(4) (略)  

 

(略) 

以下(略) 

 

 

 


